
○
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

選

挙

区

選
挙
す
べ
き
議
員
の
数

大

分

市

十
三
人

別

府

市

五
人

中

津

市

三
人

日

田

市

三
人

佐

伯

市

三
人

臼

杵

市

二
人

津

久

見

市

一
人

竹

田

市

一
人

豊

後

高

田

市

一
人

杵

築

市

一
人

宇

佐

市

三
人

豊

後

大

野

市

二
人

由

布

市

二
人

国
東
市
・
姫
島
村

一
人

日

出

町

一
人

九
重
町
・
玖
珠
町

一
人
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選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
議
会
議
員
の
任
期
満
了
に
よ
る
一
般
選
挙
の
執
行
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
議
会
議
員
選
挙
に
用
い
る
投
票
用
紙
の
様
式
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
議
会
議
員
選
挙
に
用
い
る
不
在
者
投
票
用
封
筒
等
に
押
す
べ
き
印
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
議
会
議
員
選
挙
に
用
い
る
不
在
者
投
票
用
封
筒
に
押
す
べ
き
印
の
押
印
の
方
法
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
議
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
選
挙
運
動
に
従
事
す
る
者
に
対
し
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
実
費
弁

償
の
最
高
額
等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
政
治
活
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
確
認
の
方
法
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

大
分
県
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
に
貼
る
証
紙
の
様
式
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

大
分
県
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
開
票
の
事
務
と
選
挙
会
の
事
務
と
の
合
同
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

大
分
県
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
及
び
選
挙
長
職
務
代
理
者
の
選
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

大
分
県
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
掲
載
文
の
掲
載
の
順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及

び
日
時
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

大
分
県
議
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
選
挙
長
が
候
補
者
の
届
出
等
に
関
す
る
事
務
を
行
う
場
所
…
…
…
…
…
五

大
分
県
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

大
分
県
知
事
選
挙
及
び
大
分
県
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
投
票
及
び
開
票
の
順
序
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

大
分
県
議
会
議
員
の
任
期
満
了
に
よ
る
一
般
選
挙
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

一

選
挙
の
期
日

令
和
五
年
四
月
九
日

二

各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

令
和
五
年
四
月
九
日
執
行
の
大
分
県
議
会
議
員
選
挙
に
用
い
る
投
票
用
紙
の
様
式
を
次
の
と
お
り
定
め

た
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

令

和

五

年

号

外

二
八

三
月
三
十
一
日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

�
�

�
�

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
選
管
委
告
示
）

一



議

選
委
印

県
理
之

分
管
会

大
挙
員

令
和
五
年
四
月
九
日
執
行

　

大
分
県
議
会
議
員
選
挙
投
票

一　

候
補
者
の
氏
名
は
、
欄
内
に
一
人
書
く
こ
と
。

二　

候
補
者
で
な
い
者
の
氏
名
は
、
書
か
な
い
こ
と
。

こ
う
ほ
し
ゃ

こ
う
ほ
し
ゃ

も
の

し

め
い

し

か

め
い

ら
ん
な
い

ひ
と

り

か

○　

注　
　

意

ち
ゅ
う

い

候 補 者 氏 名
こう ほ しゃ し めい

�
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�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
�
�
�
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�
�
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�
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備
考一

用
紙
は
だ
い
だ
い
色
と
し
、
黒
色
の
イ
ン
ク
で
印
刷
す
る
。

二

大
き
さ
は
、
縦
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

三

「
大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
之
印
」
は
、
刷
込
み
式
と
す
る
。

四

点
字
投
票
で
あ
る
旨
の
表
示
は
、
そ
の
旨
を
印
刷
し
て
お
く
方
法
（
た
だ
し
、
印
刷
に
か
え
て
印
章

を
押
す
方
法
に
よ
る
こ
と
も
で
き
る
。
）
と
す
る
。

五

点
字
投
票
用
紙
に
表
示
す
る
選
挙
の
種
類
の
点
字
は
、
「
け
ん
ぎ
」
と
す
る
。

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
号

令
和
五
年
四
月
九
日
執
行
の
大
分
県
議
会
議
員
選
挙
に
用
い
る
不
在
者
投
票
用
封
筒
及
び
仮
投
票
用
封
筒

に
押
す
べ
き
印
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

一

不
在
者
投
票
用
封
筒

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
印

二

仮
投
票
用
封
筒

市
（
町
）
（
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
の
印

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

令
和
五
年
四
月
九
日
執
行
の
大
分
県
議
会
議
員
選
挙
に
用
い
る
不
在
者
投
票
用
封
筒
に
押
す
べ
き
印
の
押

印
の
方
法
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
の
刷
込
み
式

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
二
号

令
和
五
年
四
月
九
日
執
行
の
大
分
県
議
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
、
選
挙
運
動
に
従
事
す
る
者
に
対
し
支
給

す
る
こ
と
が
で
き
る
実
費
弁
償
の
最
高
額
、
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
労
務
者
に
対
し
支
給
す
る
こ
と

が
で
き
る
報
酬
及
び
実
費
弁
償
の
最
高
額
並
び
に
選
挙
運
動
に
従
事
す
る
者
（
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
酬
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
限

る
。
）
に
対
し
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
報
酬
の
最
高
額
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

一

選
挙
運
動
に
従
事
す
る
者
一
人
に
対
し
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
実
費
弁
償
の
額

１

鉄
道
賃

鉄
道
旅
行
に
つ
い
て
、
路
程
に
応
じ
旅
客
運
賃
等
に
よ
り
算
出
し
た
実
費
額

２

船

賃

水
路
旅
行
に
つ
い
て
、
路
程
に
応
じ
旅
客
運
賃
等
に
よ
り
算
出
し
た
実
費
額

３

車

賃

陸
路
旅
行
（
鉄
道
旅
行
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
路
程
に
応
じ
た
実
費
額

４

宿
泊
料
（
食
事
料
二
食
分
を
含
む
。
）

一
夜
に
つ
き
一
万
二
千
円

５

弁
当
料

一
食
に
つ
き
千
円
、
一
日
に
つ
き
三
千
円

６

茶
菓
料

一
日
に
つ
き
五
百
円

二

選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
労
務
者
一
人
に
対
し
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
報
酬
の
額

１

基
本
日
額

一
万
円

２

超
過
勤
務
手
当

一
日
に
つ
き
１
の
額
の
五
割

三

選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
労
務
者
一
人
に
対
し
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
実
費
弁
償
の
額

１

鉄
道
賃
、
船
賃
及
び
車
賃

そ
れ
ぞ
れ
一
の
１
、
２
及
び
３
に
掲
げ
る
額

２

宿
泊
料
（
食
事
料
を
除
く
。
）

一
夜
に
つ
き
一
万
円

四

選
挙
運
動
に
従
事
す
る
者
（
公
職
選
挙
法
第
百
九
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
酬
を
支
給
す

る
こ
と
が
で
き
る
者
に
限
る
。
）
一
人
に
対
し
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
報
酬
の
額

１

選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
事
務
員

一
日
に
つ
き
一
万
円

２

専
ら
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
自
動
車
又
は
船
舶
の
上
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用

す
る
者

一
日
に
つ
き
一
万
五
千
円

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
選
管
委
告
示
）

二
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令 和 ５ 年 執 行

大 分 県 議 会 議 員

選 挙 運 動 用 ビ ラ

選 挙 区 － 番 号

大 分 県 選 管
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選

挙

区

区

分

住

所

氏

名

大

分

市

選

挙

長

大
分
市
大
字
松
岡

永

松

薫

選

挙

長

職
務
代
理
者

大
分
市
府
内
町

三
重
野

尚

子

別

府

市

選

挙

長

別
府
市
大
字
鶴
見

久

保

恭

友

選

挙

長

職
務
代
理
者

別
府
市
大
字
別
府

一
万
田

尚

子

中

津

市

選

挙

長

中
津
市
大
字
鍋
島

大

下

洋

志

選

挙

長

職
務
代
理
者

中
津
市
大
字
上
宮
永

門

脇

隆

二

日

田

市

選

挙

長

日
田
市
天
瀬
町
桜
竹

織

田

莊
太
郎

選

挙

長

職
務
代
理
者

日
田
市
隈

合

原

眞
知
子

佐

伯

市

選

挙

長

佐
伯
市
大
字
長
谷

川

𠩤

真

人

３

専
ら
手
話
通
訳
の
た
め
に
使
用
す
る
者

一
日
に
つ
き
一
万
五
千
円

４

専
ら
要
約
筆
記
の
た
め
に
使
用
す
る
者

一
日
に
つ
き
一
万
五
千
円

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
三
号

令
和
五
年
四
月
九
日
執
行
の
大
分
県
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
政
治
活
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
確
認
の
方
法
を

次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

検
印
を
も
っ
て
行
う
。

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
四
号

令
和
五
年
四
月
九
日
執
行
の
大
分
県
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
に
貼
る
証
紙
の
様
式
を

次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

備
考一

「
選
挙
区
」
に
は
、
大
分
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
の
略
名
を
記
載
し
、
「
番
号
」
に
は
、
候
補
者
の

届
出
順
位
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

二

用
紙
は
、
特
別
の
紙
質
、
模
様
、
す
か
し
等
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
五
号

令
和
五
年
四
月
九
日
執
行
の
大
分
県
議
会
議
員
選
挙
（
選
挙
会
の
区
域
と
開
票
区
の
区
域
が
同
一
で
あ
る

選
挙
区
の
う
ち
日
出
町
選
挙
区
を
除
く
。
）
に
お
け
る
開
票
の
事
務
は
、
選
挙
会
場
に
お
い
て
選
挙
会
の
事

務
に
併
せ
て
行
う
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
六
号

令
和
五
年
四
月
九
日
執
行
の
大
分
県
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
及
び
選
挙
長
職
務
代
理
者
と
し
て

選
任
し
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
選
管
委
告
示
）

三



選

挙

長

職
務
代
理
者

佐
伯
市
城
下
東
町

三

宮

香

織

臼

杵

市

選

挙

長

臼
杵
市
大
字
藤
河
内

三
重
野

猛

志

選

挙

長

職
務
代
理
者

臼
杵
市
大
字
望
月

柴

田

監

津
久
見
市

選

挙

長

津
久
見
市
大
字
津
久
見

石

堂

克

己

選

挙

長

職
務
代
理
者

津
久
見
市
小
園
町

黒

枝

泰

浩

竹

田

市

選

挙

長

竹
田
市
大
字
会
々

海
老
納

眞

則

選

挙

長

職
務
代
理
者

竹
田
市
直
入
町
大
字
上
田
北

森

山

伸

弘

豊
後
高
田
市

選

挙

長

豊
後
高
田
市
来
縄

清

末

武

司

選

挙

長

職
務
代
理
者

豊
後
高
田
市
是
永
町

藤

重

深

雪

杵

築

市

選

挙

長

杵
築
市
山
香
町
大
字
山
浦

佐

藤

剛

選

挙

長

職
務
代
理
者

杵
築
市
大
字
杵
築

内

野

剛

宇

佐

市

選

挙

長

宇
佐
市
大
字
下
庄

大

木

敏

之

選

挙

長

職
務
代
理
者

宇
佐
市
大
字
佐
々
礼

後

藤

優

豊
後
大
野
市

選

挙

長

豊
後
大
野
市
大
野
町
田
中

後

藤

謙

治

選

挙

長

職
務
代
理
者

豊
後
大
野
市
緒
方
町
草
深
野

嶺

和

子

由

布

市

選

挙

長

由
布
市
湯
布
院
町
川
上

浦

松

辰

信

選

挙

長

職
務
代
理
者

由
布
市
湯
布
院
町
湯
平

古

長

雅

典

国
東
市
・

姫

島

村

選

挙

長

国
東
市
国
東
町
小
原

森

浩

昭

選

挙

長

職
務
代
理
者

国
東
市
国
東
町
小
原

村

岡

修

一

日

出

町

選

挙

長

大
分
市
大
字
上
宗
方

髙

野

信

一

選

挙

長

職
務
代
理
者

大
分
市
城
南
西

島

﨑

和

夫

九
重
町
・

玖

珠

町

選

挙

長

大
分
市
古
国
府

河

野

圭

史

選

挙

長

職
務
代
理
者

大
分
市
金
池
町

今

井

睦

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

選

挙

区

場

所

日

時

大

分

市

大
分
市
荷
揚
町
二
番
三
一
号

大
分
市
役
所

八
階

大
会
議
室

三
月
三
十
一
日

十
七
時
四
十
五
分

別

府

市

別
府
市
上
野
口
町
一
番
一
五
号

別
府
市
役
所

二
階

二
Ｆ－

一
会
議
室

三
月
三
十
一
日

十
七
時
四
十
分

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
七
号

令
和
五
年
四
月
九
日
執
行
の
大
分
県
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
掲
載
文
の
掲
載
の
順
序
を
定

め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
選
挙
区
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

中
欄
及
び
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
選
管
委
告
示
）

四



中

津

市

中
津
市
豊
田
町
一
四
番
地
三

中
津
市
役
所

三
階

三
〇
二
会
議
室

三
月
三
十
一
日

十
七
時
四
十
分

日

田

市

日
田
市
田
島
二
丁
目
六
番
一
号

日
田
市
役
所

四
階

庁
議
室

三
月
三
十
一
日

十
七
時
三
十
分

佐

伯

市

佐
伯
市
中
村
南
町
一
番
一
号

佐
伯
市
役
所

二
階

二
〇
一
会
議
室

三
月
三
十
一
日

十
七
時
三
十
分

臼

杵

市

臼
杵
市
大
字
臼
杵
七
二
番
一

臼
杵
市
役
所

臼
杵
庁
舎

一
階

大
会
議
室

三
月
三
十
一
日

十
七
時
四
十
分

津
久
見
市

津
久
見
市
宮
本
町
二
〇
番
一
五
号

津
久
見
市
役
所

新
館

二
階

会
議
室

三
月
三
十
一
日

十
七
時
四
十
五
分

竹

田

市

竹
田
市
大
字
会
々
一
六
五
〇
番
地

竹
田
市
役
所

三
階

会
議
室

三
月
三
十
一
日

十
七
時
三
十
分

豊
後
高
田
市

豊
後
高
田
市
是
永
町
三
九
番
地
三

豊
後
高
田
市
役
所

高
田
庁
舎

四
階

四
〇
三
会
議
室

三
月
三
十
一
日

十
七
時
三
十
分

杵

築

市

杵
築
市
大
字
杵
築
三
七
七
番
地
一

杵
築
市
役
所

本
庁
舎

二
階

第
二
会
議
室

三
月
三
十
一
日

十
七
時
四
十
分

宇

佐

市

宇
佐
市
大
字
上
田
一
〇
三
〇
番
地
の
一

宇
佐
市
役
所

一
階

多
目
的
ホ
ー
ル

三
月
三
十
一
日

十
八
時

豊
後
大
野
市

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
一
二
〇
〇
番
地

豊
後
大
野
市
役
所

四
階

正
庁
ホ
ー
ル

三
月
三
十
一
日

十
七
時
二
十
分

由

布

市

由
布
市
庄
内
町
柿
原
三
〇
二
番
地

由
布
市
役
所

本
庁
舎

市
民
ホ
ー
ル
二
階

二－

一
会
議
室

三
月
三
十
一
日

十
七
時
三
十
分

国
東
市
・

姫

島

村

国
東
市
国
東
町
鶴
川
一
四
九
番
地

国
東
市
役
所

二
階

二
〇
二
会
議
室

三
月
三
十
一
日

十
七
時
二
十
分

日

出

町

速
見
郡
日
出
町
字
仁
王
山
三
五
三
一
番
地
二
四

大
分
県
日
出
総
合
庁
舎

二
階

大
会
議
室

三
月
三
十
一
日

十
七
時
二
十
分

九
重
町
・

玖

珠

町

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
塚
脇
一
三
七
番
地
一

大
分
県
玖
珠
総
合
庁
舎

三
階

大
会
議
室

三
月
三
十
一
日

十
七
時
二
十
分

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

選

挙

区

選

挙

長

が

事

務

を

行

う

場

所

大

分

市

大
分
市
荷
揚
町
二
番
三
一
号

大
分
市
役
所

八
階

大
会
議
室

別

府

市

別
府
市
上
野
口
町
一
番
一
五
号

別
府
市
役
所

二
階

二
Ｆ－

一
会
議
室

中

津

市

中
津
市
豊
田
町
一
四
番
地
三

中
津
市
役
所

三
階

三
〇
二
会
議
室

日

田

市

日
田
市
田
島
二
丁
目
六
番
一
号

日
田
市
役
所

四
階

庁
議
室

佐

伯

市

佐
伯
市
中
村
南
町
一
番
一
号

佐
伯
市
役
所

六
階

第
一
委
員
会
室

臼

杵

市

臼
杵
市
大
字
臼
杵
七
二
番
一

臼
杵
市
役
所

臼
杵
庁
舎

一
階

大
会
議
室

津
久
見
市

津
久
見
市
宮
本
町
二
〇
番
一
五
号

津
久
見
市
役
所

新
館

二
階

会
議
室

竹

田

市

竹
田
市
大
字
会
々
一
六
五
〇
番
地

竹
田
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

豊
後
高
田
市

豊
後
高
田
市
是
永
町
三
九
番
地
三

豊
後
高
田
市
役
所

高
田
庁
舎

四
階

四
〇
三
会
議
室

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
八
号

令
和
五
年
四
月
九
日
執
行
の
大
分
県
議
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
、
選
挙
長
が
候
補
者
の
届
出
等
に
関
す
る

事
務
を
行
う
場
所
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
選
挙
区
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る

と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
選
管
委
告
示
）

五



杵

築

市

杵
築
市
大
字
杵
築
三
七
七
番
地
一

杵
築
市
役
所

本
庁
舎

二
階

第
二
会
議
室

宇

佐

市

宇
佐
市
大
字
上
田
一
〇
三
〇
番
地
の
一

宇
佐
市
役
所

一
階

多
目
的
ホ
ー
ル

豊
後
大
野
市

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
一
二
〇
〇
番
地

豊
後
大
野
市
役
所

四
階

正
庁
ホ
ー
ル

由

布

市

由
布
市
庄
内
町
柿
原
三
〇
二
番
地

由
布
市
役
所

本
庁
舎

市
民
ホ
ー
ル

二
階

二－

一
会
議
室

国
東
市
・

姫

島

村

国
東
市
国
東
町
鶴
川
一
四
九
番
地

国
東
市
役
所

二
階

二
〇
二
会
議
室

日

出

町

速
見
郡
日
出
町
字
仁
王
山
三
五
三
一
番
地
二
四

大
分
県
日
出
総
合
庁
舎

二
階

大
会
議
室

九
重
町
・

玖

珠

町

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
塚
脇
一
三
七
番
地
一

大
分
県
玖
珠
総
合
庁
舎

三
階

大
会
議
室

選

挙

区

選

挙

長

が

事

務

を

行

う

場

所

大

分

市

大
分
市
荷
揚
町
二
番
三
一
号

大
分
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

別

府

市

別
府
市
上
野
口
町
一
番
一
五
号

別
府
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

中

津

市

中
津
市
豊
田
町
一
四
番
地
三

中
津
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

日

田

市

日
田
市
田
島
二
丁
目
六
番
一
号

日
田
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

佐

伯

市

佐
伯
市
中
村
南
町
一
番
一
号

佐
伯
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

臼

杵

市

臼
杵
市
大
字
臼
杵
七
二
番
一

臼
杵
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

津
久
見
市

津
久
見
市
宮
本
町
二
〇
番
一
五
号

津
久
見
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

竹

田

市

竹
田
市
大
字
会
々
一
六
五
〇
番
地

竹
田
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

豊
後
高
田
市

豊
後
高
田
市
是
永
町
三
九
番
地
三

豊
後
高
田
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

杵

築

市

杵
築
市
大
字
杵
築
三
七
七
番
地
一

杵
築
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

宇

佐

市

宇
佐
市
大
字
上
田
一
〇
三
〇
番
地
の
一

宇
佐
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

豊
後
大
野
市

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
一
二
〇
〇
番
地

豊
後
大
野
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

由

布

市

由
布
市
庄
内
町
柿
原
三
〇
二
番
地

由
布
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

国
東
市
・

姫

島

村

国
東
市
国
東
町
鶴
川
一
四
九
番
地

国
東
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

日

出

町

国
東
市
国
東
町
安
国
寺
七
八
六
番
地
一

大
分
県
東
部
振
興
局

九
重
町
・

玖

珠

町

日
田
市
城
町
一
丁
目
一
番
一
〇
号

大
分
県
西
部
振
興
局

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

令
和
五
年
四
月
一
日
以
後

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
九
号

令
和
五
年
四
月
九
日
執
行
の
大
分
県
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
選
挙
区
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
中
欄
及
び
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
選
管
委
告
示
）

六



選

挙

区

場

所

日

時

大

分

市

大
分
市
青
葉
町
一
番
地

大
分
市
大
洲
総
合
体
育
館

大
体
育
室

四
月
九
日

二
十
一
時
十
五
分

別

府

市

別
府
市
大
字
別
府
三
〇
一
六
番
地
の
一

別
府
市
民
体
育
館

四
月
九
日

二
十
一
時
十
分

中

津

市

中
津
市
大
字
大
貞
三
七
七
番
地
一

ダ
イ
ハ
ツ
九
州
ア
リ
ー
ナ

四
月
九
日

二
十
時
四
十
五
分

日

田

市

日
田
市
大
字
求
来
里
二
九
番
（
田
島
三
丁
目
）

日
田
市
総
合
体
育
館

体
育
室

四
月
九
日

二
十
一
時

佐

伯

市

佐
伯
市
字
剣
崎
六
六
四
三
番
地
三

佐
伯
市
番
匠
体
育
館

四
月
九
日

二
十
時
三
十
分

臼

杵

市

臼
杵
市
大
字
諏
訪
五
九
五
番
地
五

臼
杵
市
諏
訪
山
体
育
館

四
月
九
日

二
十
時

津
久
見
市

津
久
見
市
大
字
千
怒
五
三
三
八
番
地

津
久
見
市
民
体
育
館

四
月
九
日

二
十
時

竹

田

市

竹
田
市
大
字
会
々
一
六
五
〇
番
地

竹
田
市
総
合
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

四
月
九
日

二
十
時

豊
後
高
田
市

豊
後
高
田
市
是
永
町
三
九
番
地
三

豊
後
高
田
市
役
所

高
田
庁
舎

コ
ス
モ
ス
ホ
ー
ル

四
月
九
日

二
十
時
三
十
分

杵

築

市

杵
築
市
大
字
杵
築
二
一
六
番
地

杵
築
小
学
校

体
育
館

四
月
九
日

二
十
時
三
十
分

宇

佐

市

宇
佐
市
大
字
川
部
一
五
七
一
番
地
の
一

三
和
酒
類
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

四
月
九
日

二
十
時
三
十
分

豊
後
大
野
市

豊
後
大
野
市
三
重
町
内
田
八
七
八
番
地

豊
後
大
野
市
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

大
ホ
ー
ル

四
月
九
日

二
十
時
三
十
分

由

布

市

由
布
市
庄
内
町
大
龍
一
三
一
四
番
地

四
月
九
日

大
分
県
立
庄
内
屋
内
競
技
場

二
十
時
三
十
分

国
東
市
・

姫

島

村

国
東
市
国
東
町
鶴
川
一
四
九
番
地

国
東
市
役
所

二
階

二
〇
二
会
議
室

四
月
十
一
日

十
時

日

出

町

速
見
郡
日
出
町
字
仁
王
山
三
五
三
一
番
地
二
四

大
分
県
日
出
総
合
庁
舎

二
階

大
会
議
室

四
月
十
一
日

十
時

九
重
町
・

玖

珠

町

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
塚
脇
一
三
七
番
地
一

大
分
県
玖
珠
総
合
庁
舎

三
階

大
会
議
室

四
月
十
一
日

十
時

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
号

令
和
五
年
四
月
九
日
執
行
の
大
分
県
知
事
選
挙
及
び
大
分
県
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
投
票
及
び
開
票
の

順
序
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

一

投
票
の
順
序

１

大
分
県
知
事
選
挙
の
投
票

２

大
分
県
議
会
議
員
選
挙
の
投
票

二

開
票
の
順
序

１

大
分
県
知
事
選
挙
の
開
票

２

大
分
県
議
会
議
員
選
挙
の
開
票

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
選
管
委
告
示
）

七


